
川越市環境美化に対する活動補助事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川越市のオーバーツーリズムの解消を図るため、環境

美化に対する活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、川越市補助金等の交付手続等に関する

規則（昭和５４年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 商店街等 市内で営業する商業者を中心に組織された事業協同組合

（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づくものを

いう。）、商店街振興組合（商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１

号）に基づくものをいう。）及びおおむね１０店舗以上の構成員を有し、

規約等の定めがある団体(これらの団体の連合体として規約の定めがあ

るものを含む。) をいう。 

⑵ 環境美化 別表に掲げる地域において行われるゴミのポイ捨て防止

等の対策をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）

は、令和７年度中に観光庁が行うオーバーツーリズムの未然防止・抑制に

よる持続可能な観光推進事業の採択を受けている商店街等の環境美化に

対する活動補助事業とし、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ マナー啓発等のごみのポイ捨て防止対策事業 

 ⑵ ごみ拾い等のごみの回収事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助

対象事業から除くものとする。 

 ⑴ この補助金の交付決定以前に着手している事業 

 ⑵ 国、県又は市が実施する他の補助制度の適用を受ける事業 



（補助対象事業者） 

第４条 補助金の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は

次に掲げるとおりとする。 

⑴  環境美化に対する活動補助が必要であると認められる商店街等又は

事業者 

 ⑵ その他市長が認める事業者 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する事

業者は、補助対象事業者から除くものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 環境美化啓発用品の購入に要する経費 

⑵ 環境美化活動で使用する備品購入費及び消耗品費 

 ⑶ 環境美化活動に係る経費 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 

２ 補助対象経費に係る消費税額については、補助対象としないものとする。 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２とし、１補助対象事業者に

つき補助限度額は１０万円とする。ただし、算出された額に１,０００円

未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

（申請書の様式等）  

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の申請

書を令和８年２月２日までに市長に提出しなければならない。 

３ 規則第４条第２項第５号に規定する市長が定める事項を記載した書類

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 補助対象事業に関する収支内訳書 

 ⑶ 補助対象経費の見積書の写し 

 ⑷ 補助対象事業実施前の状況が分かる写真 



 ⑸ その他市長が必要と認めるもの 

４ 規則第４条第２項第２号及び第３号に掲げる事項に係る書類は、添付す

ることを要しない。 

５ 規則第４条の申請をするに当たって、補助対象事業者が課税事業者（免

税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合には、補助対象経費に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等

仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、

申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りでない。 

 （補助金の交付決定） 

第８条 規則第７条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおり

とする。 

 （状況報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた事業を行う者（以下「補助事業者」とい

う。）は、規則第１１条の規定により市長の要求があったときは、補助対

象事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で、市長に報

告しなければならない。 

（補助事業計画の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に、第７条の申請に係る事

業の内容又は補助金の申請額の減額に係る変更をしようとするときは、

あらかじめ川越市環境美化に対する活動補助事業補助金事業計画変更承

認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。ただし、補助対象事業の変更内容が軽微かつ変更を生じる金額が

当該申請額の２０パーセント以内である場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、川越市環境美化に対する活動補助事業補助金事業計画変



更承認決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとす

る。 

（実績報告書の様式） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は様式第５号のとおりとする。 

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 補助対象事業に関する収支決算書 

⑵ 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し 

 ⑶ 補助対象事業実施後の状況が分かる写真 

 ⑷ その他市長が必要と認めるもの 

 （実績報告書の提出期限） 

第１２条 実績報告書の提出時期は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日

とする。 

⑴ 補助対象事業が完了した日から起算して３０日以内 

⑵ 令和８年２月１０日 

 （交付額確定通知書） 

第１３条 規則第１４条第１項の規定による通知は、様式第６号により行う

ものとする。 

２ 補助事業者は、前項の通知を受けた時は、確定した補助金額の請求書を

市長に提出しなければならない。 

（財産処分の制限等）  

第１４条 補助事業者は、補助対象事業により導入した物品等を善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、

市長の承認を受けないで、前項の機器等を補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ない。 

３ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、市長

に対して財産処分承認申請書（様式第７号）を提出しなければならない。 



 （交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 前条に規定する申請書の提出により事業の中止又は廃止を承認した

とき 

⑵ 規則第１６条の規定に該当したとき 

⑶ この要綱の規定に違反したとき 

２ 前項に規定する交付決定の取消しは、川越市環境美化に対する活動補助

事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、補助事業者に通

知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、川越市環境美化に対する活動補助

事業補助金返還命令書（様式第９号）により、その全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

 （報告及び調査） 

第１７条 規則第１９条の規定により、市長がこの要綱に基づく補助金の交

付に関して報告を求め、又は補助金の交付に関する帳簿、書類等を調査す

る場合は、補助事業者は、これに協力しなければならない。 

 （書類の整備等） 

第１８条 補助事業者は、補助対象事業に係る関係書類を整備し、当該補助

金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度の４月１日から５年

間保管しなければならない。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年１月７日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この要綱の規定により決定した補助金の交付を受けた補助事業者につ



いては、第１４条、第１７条及び第１８条の規定は、前項の規定によりこの

要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 

 

 

別表（第２条関係） 

地域 

元町１丁目、元町２丁目、幸町、仲町、連雀町、松江町１丁目、

松江町２丁目、喜多町、宮下町１丁目、六軒町２丁目、大手町、

末広町１丁目、末広町２丁目、郭町１丁目、中原町１丁目、新

富町１丁目、三久保町 

 






















